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平成21年10月１日 発行 第12号 

平成21年４月１日 現在 

組合員数：９，２２７名 

受益面積：３，５４８ha. 

 

 

 日頃より、大井川右岸用水事業にご理解とご協力を賜り、心から厚くお礼申し上げます。さて、「大井川用水農業 

水利事業の計画変更」については、昨年８月から11月にかけまして、同意徴収の説明会を開催し、地域推進員、総 

代の皆様に大変なご尽力を賜り、大井川用水地区全体で同意率85％を越え、いよいよ最終段階に入っております。 

次に「大井川用水農業水利事業の実施状況」について、掛川幹線の掛川市伊達方から大池までの間でありますが、 

平成20年度で工事を完了予定であります。また、下流の旧国営路線については、計画変更後の国営事業で実施をす

る予定になっております。菊川左岸幹線の２つの新設ため池であります、大胡桃池と篠ケ谷池は、調整池としてい 

よいよ新しい姿を見せてまいりました。菊川右岸幹線につきましては、サイホンの改修工事が現在主に進められて

いるところであります。また、これに伴い今までに実施されました幹線水路の工事期間は、３日断水、４日通水の 

方法で対処してまいりました。皆様方に大変ご迷惑をお掛け致しましたが、皆様のご協力により何とか切り抜ける

ことが出来ましたので、心からお礼申し上げます。当土地改良区事務所に併設されました右岸用水管理所の監視制

御室は、平成21年度の事業として工事を予定しております。県営事業の実施状況については、用水利用施設の省力

化及び延命策を図る工事で２年から３年先の完成に向かって、２つの事業が４地区で実施中であります。 

 当土地改良区の運営に大きなウエイトを占める、受益者の皆様からいただく賦課金の徴収率でありますが、当土 

地改良区が直接徴収を始めて４年目になります。平成17年から19年までの過年度分徴収率は99.9％、平成20年度分 

の徴収率は99.6％でありますが、徴収率 100％を目標に、事務局一同努力しているところでございます。 

 事業の計画変更が認められますと大井川用水は、今まで以上に地域の皆さんの生活に密着した水として利用でき、 

地域住民共有の財産として大きな役割を果たすようになります。そのために昨年度創設されました「農地・水・環 

境保全向上対策事業」いわゆる「ふじのくに美農里プロジェクト」でありますが、用水組合と地域住民の皆様が一 

体となり、右岸用水を災害時等に多目的に利用する「地域を守る用水」として配水施設の維持また保全と併せて地 

域環境の向上を図ろうとする施策であります。県、市、自治会や関係する諸団体との連携が、特にこの事業には重 

要となってまいります。大井川右岸用水地域も、この事業を活用されまして、かけがえのない農地の保全、生活環 

境の保全に勤めていただきたいと思います。今後とも大井川用水事業の運営に、多くの皆様のご理解ご協力を再度

お願い申し上げます。（平成21年３月27日 第66回通常総代会 挨拶抜粋） 

 

 

 平成20年度通常総代会が、平成21年３月27日、菊川市中央公民館において開催されました。議長に袋井市の塚崎  

功総代が選出され、「平成21年度一般会計歳入歳出当初予算」「国営事業費負担金借入」ほか28件が上程され、全議

案いずれも原案どおり可決されました。 

○功労者表彰 

 当土地改良区の発展に多大な功績を残され、ご尽力を賜りました方に、その功績を称え総代会において表彰いた 

しました。 

理事 太田 順一 様 菊川市 理事 水野 薫 様 掛川市 理事 石田 昭二 様 袋井市 

総代 内田 猪平 様 菊川市 総代 田島 良彦 様 菊川市 総代 外岡 隆 様 菊川市 

総代 大庭 敏彦 様 掛川市 総代 掛下 徳一 様 掛川市 総代 堀川 勲 様 掛川市 

総代 塚崎 功 様 袋井市 総代 羽蚋 義一 様 袋井市    

 

 

 

 国営大井川用水農業水利事業計画変更の同意署取得を、昨年度、組合員及び関係者の皆様にお願いをしましたが、 

平成21年８月６日付けで、事業変更の確定がされました。この確定によりまして、末端までの安定的な用水供給と 

安定的な水配分が期待されます。 

 また、地域用水機能増進（防火用水・親水）を併せ持つ事業が追加され、基幹水利施設と末端用水路の整備を行 

う事業費が増額されました。 

 同意署にご協力いただきました皆様、同意署徴集作業にご協力いただきました推進員の皆様には、こころよりお 

礼と感謝を申し上げます。 

（１） 

理事長 黒田 淳之助 あいさつ 

第66回 通常総代会報告 

国営大井川用水農業水利事業の計画変更確定報告と同意署取得のお礼について 
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○平成19年度 一般会計歳入歳出決算 

歳 入  単位：円  歳 出  単位：円 

款 項 目 予 算 額 収 入 済 額  款 項 目 予 算 額 支 出 済 額 

１ 組合費 37,626,000 37,593,990  １ 事務費 72,717,000 67,787,981 

２ 分担金 81,433,000 81,433,000  ２ 維持管理費 36,958,000 34,903,132 

３ 補助金 12,173,000 12,193,000  ３ 事業費 8,611,000 8,593,694 

４ 交付金 4,095,000 4,095,000  ４ 分担金及び負担金 41,262,000 40,819,360 

５ 委託金 630,000 630,000  ５ 諸費 22,131,000 22,131,000 

６ 借入金 24,573,000 24,500,000  ６ 予備費 2,232,000 0 

７ 雑収入 2,904,000 5,117,297      

８ 施設使用料及び管理費 11,156,000 11,519,016      

９ 繰越金 9,321,000 9,321,514                

歳 入 合 計 183,911,000 186,402,817  歳 出 合 計 183,911,000 174,235,167 

  歳入決算額 186,402,817円  歳出決算額 174,235,167円  差引残高 12,167,650 円（平成20年度へ繰越） 

○平成19年度 特別会計歳入歳出決算 

会 計 種 別 歳 入 決 算 額 歳 出 決 算 額 差 引 残 高 摘 要 

①非常対策基金積立金 29,419,663 0 29,419,663 平成20年度へ繰越 

②事務所建設基金積立金 81,553,259 74,776,356 6,776,903 平成20年度へ繰越 

③借入金償還積立金 64,233,912 0 64,233,912 平成20年度へ繰越 

④役員退任慰労金及び職員退職金積立金 20,216,710 57,328 20,159,382 平成20年度へ繰越 

※平成20年度決算は、今年度の総代会にて議決いただきますので、前々年度決算を記載してあります。 

 

 

○平成21年度 一般会計歳入歳出予算 

歳 入  単位：円  歳 出  単位：円 

款 項 目 本年度予算額 前年度予算額  款 項 目 本年度予算額 前年度予算額 

１ 組合費 37,528,000 37,626,000  １ 事務費 69,239,000 72,730,000 

２ 分担金 108,383,000 105,972,000  ２ 維持管理費 38,338,000 38,426,000 

３ 補助金 10,547,000 13,089,000  ３ 事業費 2,110,000 8,100,000 

４ 交付金 1,800,000 7,276,000  ４ 分担金及び負担金 939,710,000 52,598,000 

５ 委託金 630,000 630,000  ５ 諸費 3,600,000 10,000,000 

６ 借入金 875,956,000 10,000,000  ６ 予備費 2,968,000 3,000,000 

７ 雑収入 2,904,000 2,904,000  ７ 借入金償還金 2,781,000 2,220,000 

８ 施設使用料及び管理費 9,598,000 8,577,000      

９ 繰越金 1,000,000 1,000,000      

10 繰入金 10,400,000 0      

歳 入 合 計 1,058,746,000 187,074,000  歳 出 合 計 1,058,746,000 187,074,000 

○特別会計歳入歳出予算 

会 計 種 別 本年度歳入予算額 前年度歳入予算額 本年度歳出予算額 前年度歳出予算額 

①非常対策基金積立金 29,420,000 28,314,000 29,420,000 28,314,000 

②事務所建設基金積立金 1,276,000 4,473,000 1,276,000 4,473,000 

③借入金償還積立金 72,701,000 59,734,000 72,701,000 59,734,000 

④役員退任慰労金及び職員退職金積立金 23,159,000 23,081,000 23,159,000 23,081,000 

 

 

用水路に廃棄されたゴミや刈った草などにより、用水の管が 

詰まり、水があふれたり下流に水が行かなかったりすることが 

あります。このゴミを処分するには、スクリーンについたゴミ 

を引上げ、分別して捨てる必要があり、大変な手間とお金がか 

かります。貴重な水を守るため、用水路にゴミや草を絶対に捨 

てないようお願い致します。                 《流されてきたゴミ》 《スクリーンについたゴミ》 

（２） 

平成19年度 一般会計及び特別会計歳入歳出決算報告 

平成21年度 一般会計及び特別会計歳入歳出予算報告 

おねがい！用水路にゴミをすてないで！ 
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○平成20年度 工事実施状況一覧表（国営大井川用水土地改良事業） 

施設（地区名） 工 事 内 容 写  真  等 

小笠幹線（島田市神谷城） ゲート改修 平成26年度事業完了予定 

菊川幹線（菊川市西方～掛川市伊達方） 内面補修等 平成26年度事業完了予定 

掛川幹線（掛川市伊達方～大池） パイプライン新設 

 

 

 

 

 

 

平成26年度事業完了予定 

菊川左岸幹線（菊川市富田～河東） 内面補修等 平成26年度事業完了予定 

菊川右岸幹線（掛川市下土方～大坂） 内面補修等 平成26年度事業完了予定 

篠ヶ谷調整池（御前崎市新野） 築堤、ポンプ場整備等 平成21年度試験湛水予定、整備完了予定 

大胡桃調整池（菊川市高橋） 築堤等 平成22年度試験湛水予定 

○平成20年度 工事実施状況一覧表（県営基幹水利施設ストックマネジメント事業） 

施設（地区名） 工 事 内 容 写  真  等 

菊川右岸幹線（掛川市横須賀） 内面補修等 平成22年度事業完了予定 

千浜揚水機場（掛川市千浜） １号ポンプ補修等 平成23年度事業完了予定 

睦浜揚水機場（掛川市浜野） 予備電動機補修等 平成23年度事業完了予定 

○平成20年度 工事実施状況一覧表（県営新農業水利システム保全整備事業） 

施設（地区名） 工 事 内 容 写  真  等 

掛川幹線（掛川市各和） パイプライン新設 平成22年度事業完了予定 

平田用水（菊川市嶺田～掛川市千浜） 開水路改修等 

 

 

 

 

 

 

平成22年度事業完了予定 

 

 

○平成19年度 工事実施状況一覧表（基盤整備促進対策事業） 

施設（地区名） 工 事 内 容 写  真  等 

菊川幹線連絡水路（菊川市富田） 安全施設改修 

 

 

 

 

 

平成19年度事業完了 

○平成19年度 工事実施状況一覧表（維持管理適正化事業） 

施設（地区名） 工 事 内 容 写  真  等 

睦浜揚水機場（掛川市浜野） 電磁流量計改修 平成16年度加入（28期生） 

 

 

○賦課金とは？ 

 毎年４月１日現在の大井川用水受益地（田及び畑）面積に応じてご負担いただくものです。用水の利用や休耕及 

 び転作等に係らず、受益地面積に対して掛かります。 

○賦課金の用途は？ 

 当土地改良区の運営費として使用し、用水路の整備や補修、維持管理、償還等に充てられます。 

○賦課金の単価は？ 

 賦課面積の10ａ当たり1,200円（㎡当たり1.2円）となります。（第66回総代会により議決いただいております。） 

※本年度の納入期日は、11月２日（月）となります。期日までの納入をお願いいたします。 

（３） 

賦課金納入について 

平成20年度に実施された主な事業 

平成19年度に改良区で実施した主な事業 
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大井川右岸地区の各幹線水路の工事実施において半年間（10月期から来年３月期まで）の減断水を行います。 

（小笠幹線水路・菊川幹線水路・菊川右岸幹線水路・菊川左岸幹線水路）以下のとおり、減断水計画を立てて工事

を実施していきますので、重ねてご理解ご協力をお願いいたします。なお、掛川幹線水路につきましては、完全断

水にて施行いたします。 

１ 工事期間中の用水手当 

 ◎用水手当と工事実施期間のサイクル 

←３ 日 半 通 水 （ 作 業 休 止 ）→ ←３ 日 半 減 断 水 （ 作 業 ）→ 

金 土 日 月午前 月午後 火 水 木 

この間、各幹線水路の工事を休止し、各幹線水路に用水

を流下させます。現断水作業を午後行うため、地域によ

っては午後も流下しております。 

この間、各幹線水路の工事を行いますので､幹線水路には

用水が流下しません。各地からの取水を抑えてくださるよ

うお願いします。 

 ◎池の容量回復 

  ３日半断水～３日半通水を繰り返しますが、各池の容量の回復状況を見ながら用水を通水する予定です。 

２ 完全断水のお願い 

１月中旬に１週間の断水を予定しています。 

  この間は、幹線水路沿いの池に頼るしかなく、さらなる節水をお願いいたします。 

３ その他 

  今年度の減断水は、規模的・工期的にも大規模なものになります。営農に支障のないよう努めてまいりますの 

  で、よろしくお願いいたします。 

 

 

○組合員・耕作者・賦課義務者に変更があった時 

 組合員資格に変更を生じた場合は、土地改良法第43条の規程により、「組合員資格得喪通知書」を速やかに当土地 

 改良区に提出することになっております。この手続きを怠ると、賦課金等が変更前の組合員に賦課されることと 

 なります。主に下記の場合届出が必要となります。このような時は、当土地改良区へご連絡ください。 

 ①農業者年金受給のため、経営移譲をした時 

 ②農地の売買・贈与・賃貸借・交換等で所有者が変更となった時 

 ③相続及び組合員の死亡、組合員の住所を変更した時 

 ④指定口座の閉鎖、賦課義務者が変更となった時 

 ※届出様式については、ホームページに掲載してあります。 

○受益地を農地転用する時、公共事業による買収があった時 

 受益地を転用及び地区除外することにより、全体の受益地が減少し、維持管理に必要な各組合員の賦課金の負担 

 が大きくなります。このため土地改良法第42条の規程により、転用及び地区除外される面積に応じて、決済金を 

 お支払いいただきます。この手続きを怠ると、賦課面積が変更されず、翌年度も賦課させていただきます。主に 

 下記の場合届出が必要となります。このような時は、当土地改良区へご連絡ください。 

 ①受益地を宅地等の農地以外に変更する時 

 ②受益地の田を埋め立て、野菜畑等に変更する時 

 ③国・県・市等の公共事業用地として買収された時 

 ※平成21年度転用決済金は、１㎡当たり94円となります。（第66回総代会により議決いただいております。） 

  決済金は、金融機関からの振込となります。なお、振込手数料は本人負担となります。 

 

 

 水土里ネット大井川右岸（大井川右岸土地改良区） 

 〒439-0031 静岡県菊川市加茂４９０５番地の２ 

 電 話 ０５３７－３５－２４１３ 

 ＦＡＸ ０５３７－３５－８１００ 

 E-mail o-ugan@ooigawaugan.jp 

 ホームページ http://www.ooigawa-yousui.com/ 

（４） 

こんな時には申請及び届出を忘れずに！ 

お問合せ・ご連絡先 

大井川用水農業水利事業に伴う減断水のお知らせ 


